
 
神戸市不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス感染症 PCR 検査助成事業実施要綱 

  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により不安を抱える妊婦の不安解消を図るため、

国が定める母子保健医療対策総合支援事業実施要綱（以下「国要綱」という。）別添 2-1「不安

を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業」及び同要綱別添 2-2「不安を抱える妊婦への分娩前

ウイルス検査事業の要件について」に基づき、不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイル

ス検査に対する費用の助成に関する事業（以下「本事業」という。）の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（実施主体） 

第２条 本事業は兵庫県及び別表に掲げる市（以下「兵庫県等」という）が県内の妊婦健診を実施

しているかかりつけ産科婦人科医療機関（以下「受託医療機関」という）と契約して実施する。 

 

（対象者） 

第３条 この要綱により検査を受けることができる対象者（以下「対象者」という）は、次の要件

をすべて満たし、うつ状態にあるなど不安を抱える者、基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎

臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等）を有する者、かかりつけの産科婦人科医療機関の医師

が健康状態により検査が可能と判断したものとする。ただし、知事及び別表に掲げる市の長（以

下「知事等」という）が国要綱別添 1-１の 4．留意事項(2)の規定を踏まえ、個別に助成の対象

としたものについては、この限りではない。 

（１） 兵庫県内に在住又は県内の産科婦人科医療機関を受診している分娩前の妊婦であること。 

（２） 国要綱別添 1-2 の要件を満たす自治体内において検査を受検していること。 

（３） 他の自治体が実施する国要綱に基づく本事業の助成を受けていないと認められること。  

（４） 検査受検時点で新型コロナウイルス感染症を疑う症状がなく、受検前に第２条の受託医療

機関に対して、検査申込書兼同意書を提出し、受託医療機関により国要綱別添 1－2 3．(2)

②に規定される適切な検査前説明を受けたと認められること。なお、受託医療機関は、妊

婦が適切な検査前説明を受けたことを確認できるよう、提出された検査申込書について、

検査を実施した年度から 5 年間保管するものとする。 

 

（事業内容） 

第４条 この事業の内容は次に掲げるものとする。 

 （１）受検希望者への検査前説明 

    本事業による検査を希望する妊婦について、事前に下記の説明を行うこと。 

   ア 検査は妊婦が希望する場合に任意で行われるものであること。ただし、陣痛発来など

妊婦の状態に応じて新型コロナウイルス感染症の検査よりも必要な処置が優先される可

能性があること。 

   イ 検査の性質上、偽陽性、偽陰性が一定の確率で起こりうること。 

   ウ 検査結果が陽性の場合、対応については、かかりつけ産婦人科医療機関の医師の判断

に従うこと。 



 
   エ 検査結果が陽性の場合、医師の判断により、分娩場所の変更や計画分娩、帝王切開等

での分娩の可能性があること。 

   オ 検査結果が陽性の場合、医師の判断により、分娩後の一定期間、母子分離等となる可

能性があること。 

   カ 新型コロナウイルス感染症に感染した妊産婦は、希望により継続的なケア支援が提供

されること。 

 （２）検体採取・結果説明 

   （１）において検査前説明を行った上で、同意を得られた妊婦に対して、PCR 検査を行うた

めの検体を採取し、検査結果判明後、速やかに妊婦へ説明する。 

 （３）検査費用の請求 

   （２）において検体採取を行い、結果を説明した妊婦に対して、申請書をとりまとめ、四

半期毎に兵庫県等へ請求する。 

 

（検査における連携・協力） 

第５条 本事業の実施にあたり、兵庫県医師会、兵庫県産科婦人科学会、健康福祉事務所、政令市・

中核市保健所等と十分に連携を図り、対象者が陽性の場合は感染症法に基づき届け出を行うと

ともに、希望に応じて専門職による専門的ケアや電話での相談支援を勧奨すること。 

 

（実績報告） 

第６条 検査を実施した県内の産科婦人科医療機関は、兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新型コ

ロナウイルス感染症 PCR 検査事業委託契約書に基づき、兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新

型コロナウイルス感染症 PCR 検査事業実績報告書（様式第１号）により、兵庫県等に報告する。 

 

（検査費用の支払い） 

第７条 受託医療機関で受けた検査に要した費用に対し、１回の妊娠につき１回の検査に限り、 

9，000 円を限度に支払うものとする。 ただし、令和５年９月 30日までに受検したものに限る。 

  

（申請及び決定） 

第８条 本事業による費用は、以下のいずれかの方法で申請する。  

（１） 検査を受検した対象者が直接検査費用を申請する場合  

対象者は、検査を受検した日の属する年度の 10 月 10 日（当該日が土日、祝日の場合は、

翌開庁日）までに、知事等あてに兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス

感染症 PCR 検査事業申請書（様式第２号）（以下「申請書」という。）を提出しなければな

らない。 

（２） 受託医療機関が請求する場合  

     受託医療機関が、兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス検査事業請求書

（様式第３号）（以下「請求書」という。）に申請書を添付して、前号に定める期限までに

知事等へ提出するものとする。  

     なお、請求書の提出にあたっては、受託医療機関は検査実施月分の属する四半期毎に、申

請書を四半期毎の翌月以降に提出することができることとする。  



 
２ 前項の申請書には、受託医療機関が発行した検査に要した費用の確認が出来る領収書を添付し

なければならない。但し、申請書の検査に要した費用証明欄に受託医療機関による記載及び押

印のある場合、添付を省略することができる。  

３ 知事等は、提出のあった本条第１項から第２項に定める書類について審査を行い、請求の可否

及び金額について決定し、書類記載の口座振込先へ支払うとともに、請求が認められない場合

は、申請書の提出者あてに、兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウイルス検査事業

不承認通知書(様式第４号)により通知する。  

  

 （費用の返還）  

第９条 知事等は、申請書および請求書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって請求したも

のに対し、その返還を求めることができる。  

２ 前項の規定により返還請求を受けたものは、速やかに知事等に返還しなければならない。  

  

（個人情報の保護）  

 第 10 条 本事業の関係者は、本事業について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  

   

（その他）  

 第 11 条 この要綱に定めるもののほか、本事業の推進に必要な事項については、別に定める。  

   

 附 則 

 １ この要綱における様式第２号から第３号中の「兵庫県不安を抱える妊婦への分娩前新型コロ

ナウイルス感染症 PCR 検査事業実施要綱」は、「神戸市不安を抱える妊婦への分娩前新型コロナウ

イルス感染症 PCR 検査助成事業実施要綱」に読み替えるものとする。 

 

２ この要綱は、令和２年 12 月 1 日に施行し、令和２年４月１日以降に受けた検査から適用す

る。 

 

３ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

４ この要綱は、令和３年 11月１日から施行する。 

 

５ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

６ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

 

７ この要綱は、令和５年 12月 28 日をもって廃止する。 

 

 

 

 



 
別表 
 

神戸市 
尼崎市 
西宮市 
明石市 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


